
新旧対照表 
変更前 変更後 

【別表１】 
  地方公共団体名：愛媛県今治市 
（１） 
 

（略） 
 
①外国人研修生に対する日本語講習会 
 

（略） 
 
《講習会詳細》 

●週２回（月・木曜日）１９時～２１時に開

催。講習会場は、今治市勤労福祉会館（月）

と今治市中央住民センター（木） 
 

（略） 
 
④本協会は市民レベルの国際交流活動を促進

し、諸外国の人々との相互理解と友好親善を

深めることを目的としており、各国語講座の

開催、文化講演のほか各種イベントを実施し

ている。この活動に対し補助金（平成１７年

度 882 万円）を交付している。また、2 年毎

に姉妹都市である米国フロリダ州レイクラ

ンド市に高校生の派遣も行っている。英語と

日本語で書かれた情報誌である i－News（ア

イ・ニュース）を隔月で発行している。 

【別表１】 
  地方公共団体名：愛媛県今治市 
（１） 
 

（略） 
 
①外国人研修生に対する日本語講習会 
 

（略） 
 
《講習会詳細》 

●週２回（月・木曜日）１９時～２１時に開

催。講習会場は、今治勤労福祉会館 
 
 

（略） 
 
④本協会は市民レベルの国際交流活動を促進

し、諸外国の人々との相互理解と友好親善を

深めることを目的としており、外国語講座の

開催、文化講演のほか各種イベントを実施し

ている。この活動に対し補助金（平成１９年

度 850 万円）を交付している。また、隔年で

姉妹都市米国フロリダ州レイクランド市と

の高校生の相互派遣・受け入れも行ってい

る。英語と日本語で書かれた情報誌である i
－News（アイ・ニュース）を隔月で発行し

ている。 
  また、外国人向けの今治市生活ガイド（中

国語、韓国語、英語）を作成し、配布してい

る。 

 



変更前 変更後 
別紙１ 
４．特定事業の内容 
 
 （略） 

別紙１ 
４．特定事業の内容 
 
 （略） 
 
（５）特定機関及び関係機関との連絡体制 
  ①  特定機関 
     第一次受入れ機関については３ケ月

ごと、第二次受入れ機関については年１

回の直接訪問により現状を把握するほ

か、情報交換や指導を行っている。また、

地方入国管理官署へ報告している研修

実施状況の監査結果報告書を、第一次受

入れ機関から市へ提出させるなど、日ご

ろから適切な連絡体制の維持に努めて

いる。 
    また、第一次受入れ機関及び第二次受

入れ機関等を対象とした研修会を年１

回開催し、関係法令の周知徹底を図って

いる。 
 

② 関係機関 
    地方入国管理官署については、法令の

不知等による不適正事例の発生を防止

するとともに、適正な制度の運用を図る

ため、指導を受けるなどして連絡体制づ

くりを図る。 
    地元警察署については、地域社会の発

展及び国際交流への寄与のため、関係機

関を交えた情報交換の場を年１回設け

ている。 
    また、前述の機関をはじめ、労働基準

監督署や財団法人国際研修協力機構に

も研修会の講師として協力をいただく

など、円滑な連絡体制に務めている。 



変更前 変更後 
５．当該規制の特例措置の内容 
（１）規制の特例措置に必要性や要件適合性を

認めた根拠 
 

（略） 
 
＜要件適合性を認めた根拠＞ 
  本特区内の主たる産業について、別添１の

とおり地域における産業集積の状況を定性

的かつ定量的に分析し、金属製品を含む一般

機械関連産業、タオル製造・縫製を含む衣服

繊維産業及び造船関連産業が主たる産業で

あると判断した。 
 

（略） 
 
＜要件適合性を認めた根拠＞ 

取引額については、特区内の事業所を対象

に書面調査を実施したところ、別表１のとお

り集計結果を得たことから、いずれの産業に

おいても過去１年間の取引額が１０億円を

上回っていることが明らかとなった。 
 

（略） 
 
＜要件適合性を認めた根拠＞ 

外国人研修生の帰国後の就業状況につい

て、第１次受入れ機関を通じて書面調査した

ところ、別表２のとおりの集計結果が得られ

た。 
 今回、回答が得られた帰国者数は１７３名

であり、その内訳として、「就業状況を確認

できた人数」は１６８名、「就業状況を確認

できなかった人数」は５名である。ただし、

「就業状況を確認できた人数」のなかには、

「復職期日が未定」、「休職中」、「学習中」等

の未就業者が２２名、本邦で修得した技術、

５．当該規制の特例措置の内容 
（１）規制の特例措置に必要性や要件適合性を

認めた根拠 
 

（略） 
 
＜要件適合性を認めた根拠＞ 
  本特区内の主たる産業について、別添１の

とおり地域における産業集積の状況を定性

的かつ定量的に分析し、金属製品を含む一般

機械関連産業、タオル製造・縫製を含む衣服

繊維産業及び造船関連産業が主たる産業で

あると判断した。 
 

（略） 
 
＜要件適合性を認めた根拠＞ 
  取引額については、特区内の事業所を対象

に書面調査を実施したところ、別表１のとお

り集計結果を得たことから、いずれの産業に

おいても過去１年間の取引額が１０億円を上

回っていることが明らかとなった。 
 

（略） 
 
＜要件適合性を認めた根拠＞ 

外国人研修生の帰国後の就業状況につい

て、第１次受入れ機関を通じて書面調査した

ところ、別表２のとおりの集計結果が得られ

た。 
今回、回答が得られた帰国者数は５６名

であり、その内訳として、「就業状況を確認

できた人数」は５４名、「就業状況を確認で

きなかった人数」は２名であった。ただし、

「就業状況を確認できた人数」のなかには、

「休職中」の者が５名含まれている。 



変更前 変更後 
技能又は知識を要する業務以外の業務に従

事している者が６名含まれている。 
 この結果、本邦で修得した技術、技能又は

知識を要する業務に従事していると判断で

きる人数は１４０名であり、これは「回答が

得られた帰国者数」１７３名の８０．９％に

当たることから、大半が当該業務に従事して

いると判断する。 
 

（略） 
 
＜要件適合性を認めた根拠＞ 
  特区内の市町村を所轄する職業安定所（今

治、新居浜、西条）の有効求人倍率は、別表

３のとおりいずれも愛媛県及び全国の有効

求人倍率を上回っている。 

 
 

この結果、本邦で修得した技術、技能又は

知識を要する業務に従事していると判断でき

る人数は４９名であり、これは「回答が得ら

れた帰国者数」５６名の８７．５％に当たる

ことから、大半が当該業務に従事していると

判断する。 
 

（略） 
 
＜要件適合性を認めた根拠＞ 
  特区内の市町村を所轄する職業安定所（今

治、新居浜、西条）の有効求人倍率は、別表

３のとおり愛媛県及び全国の有効求人倍率

を上回っている。 



変更前 変更後 
別添１ 
１．特区内の｢主たる産業｣について（定量的 

分析） 
 

（略） 
 
２．特区内の「主たる産業」について（定量的

分析） 
特区内の産業集積を、業種別事業所数（平

成 16 年工業統計速報）の構成比でみると、

繊維・衣服が 29.0％と最も高く、次いで一般

機械・金属が 22.8％となっている。また、輸

送機械（造船関連（舶用部分品製造業等を含

む。））は 4.6％と、食料品製造業、窯業に次

いで、5 番目に高い割合を示している。 
従業者数（平成 16 年工業統計速報）の構

成比では、一般機械・金属が 20.8％と最も高

く、次いで繊維・衣服が 15.7％であり、輸送

機械（造船関連（舶用部分品製造業等を含

む。））は 7.5％で事業所数と同様に 5 番目に

高い割合を示している。 
さらに、工業出荷額の構成比でみると、非

鉄金属、化学に次いで、輸送機械（造船関連

（舶用部分品製造業等を含む。））の 10.3％、

一般機械・金属の 9.6％が高い割合となって

いる。 
以上のように、特区内の工業集積を平成

16 年工業統計速報でみると、上述の３業種は

特区内の主たる産業であると認められる。 

別添１ 
１．特区内の「主たる産業」について（定量的

分析） 
 

（略） 
 
２．特区内の「主たる産業」について（定量的

分析） 
特区内の産業集積を、業種別事業所数（平

成 17 年工業統計）の構成比でみると、繊維・

衣服が 30.8％と最も高く、次いで一般機械・

金属が 19.7％となっている。また、輸送機械

（造船関連（舶用部分品製造業等を含む。））

は 3.2％と、8 番目に高い割合を示している。

 
従業者数（平成 17 年工業統計）の構成比で

は、一般機械・金属が 21.3％と最も高く、次

いで繊維・衣服が 15.8％であり、輸送機械（造

船関連（舶用部分品製造業等を含む。））は

6.3％で 5 番目に高い割合を示している。 
 

さらに、工業出荷額の構成比でみると、化

学に次いで、一般機械・金属が 9.8％、また、

非鉄金属に次いで、輸送機械（造船関連（舶

用部分品製造業等を含む。））の 6.9％が 4 番目

に高い割合となっている。 
以上のように、特区内の工業集積を平成 17

年工業統計でみると、上述の３業種は特区内

の 主たる産業であると認められる。 

 



変更前

〒 事業所名 所在地 国名 人数 国名 人数

1 岡本産業㈱ 799-1605 今治市朝倉南甲92-1 0898-56-2161 0898-56-3597 岡本　貴文 10 タオル製造 岡本産業㈱ 今治市朝倉南甲92-1 中四国経済交流事業協同組合 中国 4 中国 2 今治市

2 ㈱楠橋 794-0055 今治市中日吉町1-5-22 0898-22-2859 0898-22-2881 楠橋　康弘 24 スポーツウェア,ブラウス 愛媛アパレル工業協同組合 中国 1 中国 7 今治市

3 ㈲楠橋布帛工業所 794-0055 今治市中日吉町1-5-25 0898-22-2866 0898-22-2881 楠橋　イツ子 11 パジャマ、スポーツウェア 愛媛アパレル工業協同組合 中国 0 中国 6 今治市

4 ㈲今治ニット 794-0025 今治市大正町5-4-43 0898-31-4887 0898-31-4882 谷川　一 18 婦人子供服 愛媛アパレル工業協同組合 中国 3 中国 11 今治市

5 大洋被服㈱ 799-1523 今治市郷桜井3-6-15 0898-48-0433 0898-47-0855 小池山三郎 11 婦人スカート ひうちアパレル協同組合 中国 1 中国 8 今治市

6 (有)いずみ繊維 799-1523 今治市郷桜井3-6-15 0898-48-0434 0898-47-0855 小池いずみ 9 婦人スカート ひうちアパレル協同組合 中国 0 中国 6 今治市

7 (有)クロン大洋 799-1523 今治市郷桜井3-6-15 0898-48-7017 0898-47-0855 小池　祐二 5 婦人スカート ひうちアパレル協同組合 中国 0 中国 2 今治市

8 (有)山洋繊維 799-1523 今治市郷桜井3-6-15 0898-48-7017 0898-47-0855 小池山三郎 12 婦人スカート ひうちアパレル協同組合 中国 0 中国 9 今治市

9 ㈲アパレル工房楠橋 799-2101 今治市波方町波方甲2481-2 0898-41-4760 0898-41-4760 村上　由美 17 婦人ポロシャツ・キャミソール 愛媛アパレル工業協同組合 中国 2 中国 11 今治市

10 ㈱村井捺染 794-0025 今治市大正町6-1-17 0898-23-5202 0898-23-3556 矢野　光嘉 36 タオル製品染色加工 愛媛アパレル工業協同組合 中国 0 中国 8 今治市

11 四国寝具(株) 799-2303 今治市菊間町浜859－１ 0898-54-5124 0898-54-4528 寺尾　重彦 12 婦人子供服製造 四国寝具(株) 今治市菊間町浜1493 愛媛アパレル工業協同組合 中国 0 中国 6 今治市

12 （有）ムラカミ 794-2301 今治市伯方町有津甲32-2 0897-72-0010 0897-72-0023 村上　修治 8 婦人下着 （有）ムラカミ 今治市伯方町有津甲122-1 伯方町商工会 中国 3 中国 6 今治市

13 池田縫製 794-2304 今治市伯方町北浦乙200-1 0897-72-2475 0897-72-2665 池田　敏 7 婦人子供　　　　既製服 伯方町商工会 愛媛県縫製品工業組合 中国 4 中国 6 今治市

14 ㈲捺染工房 794-0026 今治市別宮町8-1-25 0898-22-6367 0898-23-1215 楠橋　紀昭 12 タオル捺染業 愛媛アパレル工業協同組合 今治捺染工業協同組合 中国 0 中国 6 今治市

15 (有）伊藤被服 792-0842 新居浜市北内町3-12-25 0897-41-7376 0897-41-3002 伊藤　彰 20 各種官公庁制服、作業服 協同組合テックスタイル 中国 3 中国 6 新居浜市

以上、衣服繊維関連

16 ㈱クリタ 793-0046 西条市港１番地１ 0897-56-2016 0897-56-5001 栗田　肇 43 銑鉄鋳物製造及び機械加工 西条鉄工団地協同組合 （協）愛媛臨海団地、愛媛県銑鉄鋳物工業組合 中国 4 中国 12 西条市

17 ㈱豊和工業 791-0522 西条市丹原町田野上方1016 0898-68-6161 0898-68-4433 豊田　浩史 27 ダクタイル鋳鉄 愛媛銑鉄鋳物工業団地協同組合 周桑鉄工業協同組合 中国 3 中国 7 西条市

 以上、金属・一般機械関連

18 （有）愛媛システム機工 799-2102 今治市波方町樋口甲1552-7 0898-41-8981 0898-41-7520 尾鷹　英俊 8 船舶艤装品
（有）愛媛システム
機工工場

今治市大西町別府2415-1 しまなみ異業種協同組合 今治地域船舶造修関連工業協同組合 中国 6 中国 5 今治市

19 晃榮工業㈱ 793-0072 西条市氷見乙880 0897-57-9881 0897-57-9966 茨木　昭二 5 プラスチック成形加工 東京経営管理開発事業協同組合 中国 0 中国 6 西条市

20 冨士鉄工㈱ 793-0046 西条市港1-10 0897-56-5500 0897-56-5501 松本　靖男 34 バルケット曲げ加工品 西条鉄工団地協同組合 中国 4 中国 6 西条市

 以上、造船関連

 38 136

実　習　生
従
業
員
数

主たる製品
受　入　場　所

1　次　受　入　機　関 その他組合

構造改革特区に係る特定機関（企業、組合等）一覧

企　業　名 ℡ fax 代表者名本　社　住　所　 担当市町村備考№
研　修　生



変更後

〒 事業所名 所在地 国名 人数 国名 人数

1 岡本産業㈱ 799-1605 今治市朝倉南甲92-1 0898-56-2161 0898-56-3597 岡本　貴文 7 タオル製造 岡本産業㈱ 今治市朝倉北甲97-1 中四国経済交流事業協同組合 中国 4 中国 3 今治市

2 ㈱楠橋 794-0055 今治市中日吉町1-5-22 0898-22-2859 0898-22-2881 楠橋　康弘 30 スポーツウェア,ブラウス 愛媛アパレル工業協同組合 中国 6 中国 5 今治市

3 ㈲楠橋布帛工業所 794-0055 今治市中日吉町1-5-25 0898-22-2866 0898-22-2881 楠橋　イツ子 12 パジャマ、スポーツウェア 愛媛アパレル工業協同組合 中国 6 中国 6 今治市

4 ㈲今治ニット 794-0025 今治市大正町5-4-43 0898-31-4887 0898-31-4882 谷川　一 15 婦人子供服 愛媛アパレル工業協同組合 中国 5 中国 8 今治市

削除

削除

削除

削除

5 ㈲アパレル工房楠橋 799-2101 今治市波方町波方甲2481-2 0898-41-4760 0898-41-4760 村上　由美 15 婦人ポロシャツ・キャミソール 愛媛アパレル工業協同組合 中国 3 中国 7 今治市

6 ㈱村井捺染 794-0025 今治市大正町6-1-17 0898-23-5202 0898-23-3556 矢野　光嘉 26 タオル製品染色加工 愛媛アパレル工業協同組合 中国 5 中国 5 今治市

7 四国寝具(株) 799-2303 今治市菊間町浜859－１ 0898-54-5124 0898-54-4528 寺尾　重彦 10 婦人子供服製造 四国寝具(株) 今治市菊間町浜1493 愛媛アパレル工業協同組合 中国 6 中国 3 今治市

削除

8 池田縫製 794-2304 今治市伯方町北浦乙200-1 0897-72-2475 0897-72-2665 池田　敏 4 婦人子供　　　　既製服 伯方町商工会 愛媛県縫製品工業組合 中国 4 中国 3 今治市

9 ㈲捺染工房 794-0026 今治市別宮町8-1-25 0898-22-6367 0898-23-1215 楠橋　紀昭 8 タオル捺染業 愛媛アパレル工業協同組合 0 中国 6 今治市

10 (有）伊藤被服 792-0842 新居浜市北内町3-12-25 0897-41-7376 0897-41-3002 伊藤　彰 20 各種官公庁制服、作業服 協同組合テックスタイル 0 中国 6 新居浜市

以上、衣服繊維関連

削除

11 ㈱豊和工業 791-0522 西条市丹原町田野上方1016 0898-68-6161 0898-68-4433 豊田　浩史 27 ダクタイル鋳鉄 愛媛銑鉄鋳物工業団地協同組合 周桑鉄工業協同組合 中国 3 中国 7 西条市

 以上、金属・一般機械関連

削除

削除

削除

 以上、造船関連

備考 担当市町村1　次　受　入　機　関 その他の加入組合
研　修　生 実　習　生

構造改革特区に係る特定機関（企業、組合等）一覧

№ 企　業　名 本　社　住　所　 ℡ fax 代表者名
従
業
員
数

主たる製品
受　入　場　所
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